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飼料自給率向上に向けた平成２０年度行動計画の検証

平成２０年度行動計画

○ 作付面積拡大 2万ha

対応方向

○ 青刈りとうもろ 等 高栄養飼料 作

目 標

○作付面積拡大 ４，３００ｈａ

取組の結果と課題

○ 作付面積拡大 2万ha

○ 青刈りとうもろこし作付面積

92,000ha

○ 青刈りとうもろこし等の高栄養飼料の作

付拡大や新技術の導入と緑肥からの飼

料作物への転換、水田裏での飼料生産

○作付面積拡大 ４，３００ｈａ
○青刈りとうもろこし作付面積９０,８００ha
→作付面積が拡大に転じるが、27年度目標達成
に向けて農地を最大限活用した一層の取組推
進が必要

○ 21年度稲ＷＣＳ作付

8,000ha

○ 飼料用米のモデル実証に

○ 稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物作

付面積拡大と飼料用米の利活用円滑化、

多収品種の開発と導入

○20年度稲ＷＣＳ作付 ８，９３１ha（見込み）
→（目標を一年前倒しで達成）
○飼料用米のﾓﾃﾞﾙ実証を49地区で実施

よる利活用体制の構築

○ 水田放牧の取組拡大

多収品種の開発と導入

○ シンポジウム開催や放牧条件整備、放
○水田放牧の取組が拡大
肉用牛の水田放牧頭数5,000頭超の見込み

→畜産物の実証・ＰＲを一層推進する必要

○ 水田放牧の取組拡大

（肉用牛放牧頭数：5,000頭）
牧経験牛（レンタカウ）の確保、草地管理

技術の改良による放牧の推進

肉用牛の水田放牧頭数 , 頭超の見込み
→今後も地域の実態に即した取組の強化を図る
必要

○ｺﾝﾄﾗｸﾀｰによる受託作業面積
11 8万ha（H19年度）

・ コントラクターによる

受託作業面積 10万ha以上

・ 自給飼料成分の実態調査

合 稲わ 等

・ コントラクターの育成・強化、ＴＭＲセン

ターの育成と利用拡大

・ 高収量・高品質な飼料生産技術の開発と

11.8万ha（H19年度）
→北海道、九州に集中、全国的な育成が必要

○飼料分析による実態把握の推進
→粗飼料の品質確保のための一層の推進必要

・ 需要量に見合った稲わら等

国産

流通粗飼料の確保

高収量 高品質な飼料生産技術の開発と

実証

・ 国産稲わら等の流通体制の構築
○国産稲わらの確保の推進
→稲わら等粗飼料の広域流通による生産・利用
拡大の一層の推進が必要



平成２１年度の運動方針（案）について

○運動方針案の位置づけ

本運動方針は、２１年度第1回全国飼料増産行動会議（4月頃開催予定）で決定する２１年度の

行動計画を作成する上での基本方針であり、事務局では、本方針に基づき、行動計画案を作成し
て、同会議に提示する予定。

○運動方針案の位置づけ

○基本的考え方

２１年度における行動計画については、基本的には２０年度の行動計画等を踏襲しながら、農地を年度における行動計画に ては、基本的には 年度の行動計画等を踏襲しながら、農地を
フル活用することを目指した内容とし、今後の取組の成果が作付面積の増加等具体的な数値として
結びつくよう見直すべきと考える。
①飼料増産重点地区、専門指導者を活用した作付面積・生産性の増大、安定化
②耕畜連携への取組拡大 ネ トワ ク強化による飼料生産の担い手への集中化②耕畜連携への取組拡大、ネットワーク強化による飼料生産の担い手への集中化
③飼料増産に関するメリット・意義等について、生産者・消費者への情報提供の充実 など

①奨励品種の導入等による生産性の高い草地の確保推進、②高収量・高品質粗飼料
であるとうもろこし作付拡大に向けた取組推進 ③水田等農地を最大限活用した飼料生

◎２１年度行動計画案の重点事項

であるとうもろこし作付拡大に向けた取組推進、③水田等農地を最大限活用した飼料生
産の推進、④稲発酵粗飼料・飼料用米の作付・利用拡大、 ⑤シンポジウムの開催等に
よる普及啓発、⑥コントラクター・ＴＭＲセンター等の活用による作業体系の強化、⑦国
産粗飼料の生産・供給拡大のための広域流通の推進 ⑧水田や耕作放棄地等を活用産粗飼料の生産・供給拡大のための広域流通の推進、⑧水田や耕作放棄地等を活用
した放牧の推進


